
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．研究科・専攻の概要・目的 

本学は産業医の養成と産業医学研究を目的に設立された世界でも稀有な大学である。働く人々の

健康を科学し、その増進と活力創出を目指す科学研究を追及している。産業医学は基礎医学、臨床

医学、社会医学はもとより、広く自然科学、人文科学を包括した総合科学に発展している。本学大

学院は、産業医学における①学術研究の高度化と優れた研究者の養成機能の強化、②高度専門職人

材の養成機能、社会人の再学習機能の強化、③教育・研究を通じた社会貢献、国際貢献をその目的

としてきた。特に近年、企業のグローバル活動化や、疾病のボーダレス化の急速な進展で③の位置

づけの重要度が大きく増している。具体的には、途上国では劣悪環境による外傷や中毒等の職業病

が蔓延する一方、糖尿病や動脈硬化性疾患等、先進国特有の問題を合わせ持つ二重負担が生じてい

る問題や、わが国にみられるうつ病等メンタルヘルスやメタボリック症候群が喫緊の課題、また先

進国共通の課題としての、がん等の生活習慣病、勤労層の高齢化、喘息等アレルギー性疾患、また

環境関連としてナノ物質や内分泌撹乱化学物質等の生体/健康影響など多用な問題が発生している。

これらの問題・課題に対応可能で、グローバルな視点からの勤労者健康確保と増進に資する実践的

解決策を探求する新世代の産業医学研究者の育成が急務となっている。 

本学は以前より、平成 18 年度「魅力ある大学院教育」イニシアティブ事業に応募し「アジア国

際産業医学研究者養成プログラム」が採択され、その後も継続して毎年５名以内でアジア各国の連

携校からの留学生を公募している。日本人学生とともに参加させ競争的環境のもと、大学院研究の

充実化と国際化をはかり、将来的に本学出身研究者を中心とした国際的に通用するアジア地域の産

業医学研究ネットワークの構築を進めてきた。 

 また本学医学研究科の特長として、従来の医学系研究科の多くが、基礎医学、臨床医学、社会医

学という区分を明確にしているのに対して、本学医学研究科は、このような区分に捉われることな

く、研究上関連を持つ教員、講座等を各専攻・部門に配置することによって、柔軟かつ横断的な教

育・研究が可能になっている。生体適応系、環境・産業生態系、障害機構系、生体情報系の４専攻

から構成され、さらに各専攻はそれぞれ３部門で構成されている。各部門を複数の講座等が担当す

る大講座制を採用しているため、学生は講座制の成約を受けることなく、それぞれの専攻・部門に

おける専門的教育、研究指導を受けることができ、学際的な分野における知識の修得と研究を広く

推進することができる環境が整っている。平成 24 年５月１日現在、大学院担当教員数は、82 名、

学生数は 86 名である。 

 
Ⅱ．教育プログラムの目的・特色 

近年、より統合的かつ国際的な視点からの大学院教育の重要性がクローズアップされ国際的な産

業医学研究を推進できる人材育成は急務であることから、アジア以外の国からも留学生を受け入れ

ることにより、国際化した大学院教育の実質化を目指した教育プログラム内容を目指した。既存の

医学部や医科大学に特有の臨床医学/基礎医学/社会医学の固定的枠組みに代わる、融合的かつ機動

的連携を積極推進できる体制を目指し、新世代産業医学の目標を「勤労者の健康確保」と明示し、

組織的な大学院教育改革推進プログラム 平成２１年度採択プログラム 事業結果報告書 
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既存各分野の人材が協調分担すべき役割を産業医学(狭義)/産業医療/産業保健と再定義し、分野横

断型の共同研究を推進しようとした。すなわち融合型研究基盤の上に融合型大学院教育の基盤を構

築する。その為に以下の３つのアクションプランで大学院教育の充実をはかった。履修プロセスの

概念図を以下に示す（図１）。 

 
図１ 履修プロセスの概念図 

 
１．アドバイザリーボード制度（複数指導体制、外国人指導、産業衛生教授の招聘）の導入 

複数教官による指導体制としてアドバイザリーボードを創設する。初めにボードメンバーを登録

するシステムを構築し、特に外国人研究者を必ず１名含む、１～２名の研究アドバイザーを副指導

教官に指名する体制を組み、経歴等の学内審査により産業衛生教授として任用する。講義は英語に

よる少人数教育システムを基本に実施し、ボードメンバーを４年間研究進捗セミナーに参加させる。

他方、選抜されたボードメンバー（１年：５名程度）による系共通講義カリキュラム等を編成し、

全員参加による教育も行う。この場合教官に対しても FD として参加を義務づける。さらに、海外

連携校の教官から選抜した海外研究アドバイザリーボードを創設し、プログラム監査や試験委員等

を委任する。  
２．国際感覚育成プログラム 

産業界での実践に必要なグローバルコミュニケーション能力向上を目指した医学英語教育プロ

グラム（医英検を活用）をメインとし、さらに JICA 支援の国際遠隔講義プログラムを発展させ、

大学院独自で充実した国際遠隔講義の実施を目指す。その中で産業界が抱える産業医学分野の国際

的テーマを柔軟に取り組む参加発表型講義を備える。海外連携校アドバイザーに協力依頼し、学生

主導による海外連携校での産業医学分野の講義を受講させる。学生交流を含めた海外産業医学研修

を実施する。  
３．トランスレーショナル研究を通じた大学院教育 

海外連携校と本学とのトランスレーショナル共同研究プロジェクトの推進を図るために、連携研

究マッチングシステムを構築する。具体的には、学内教員の海外研修を積極的に進め産業医学との

関連分野の情報を増やし、リサーチアドミニストレーター（RA）が情報集約し、プレゼンテーショ

ン可能な研究情報などを作成。それとともに、サイエンスコーディネーター（SC）が学生参加のも
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とで、海外連携校の教官、特にアドバイザリーボードに招聘した産業衛生教授の研究内容とマッチ

ングして、新しい産業医学研究テーマの提案等を行い、学生が協調して参加しやすい研究パイプラ

インの構築を目指す。 
以上の教育プログラムを骨格として、国際的視点と共に、協調スキルと研究マインドを兼ね備え

た産業医学研究者の育成を目指した。 
 
Ⅲ．教育プログラムの実施計画の概要 

当初の実施計画の概要については、図２についての工程に基づいて、アドバイザリーボードの制

定、トランスレーショナル研究、国際感覚育成プログラムの実現を図った。支援期間の平成 21 年

度（１年目）から平成 23 年度（３年目）における教育プログラムの実施計画手順図を示す（図２）。 

 

図２ 教育プログラムの実施計画手順図 

 
１．平成 21 年度（１年目） 

 (1)アドバイザリーボードの創設・運用開始（複数指導体制の整備開始） 

アドバイザリーボードの運用に向けては、平成 20 年度に産業衛生教授の称号等についての大学

規定上、運用可能である点を活かし、複数指導体制の整備を行う。学外を中心に外国人教官の指導

体制を充実し、大学院生の在籍する講座においては、研究アドバイザリーボードの創設の義務付け

を実施する。  
 (2)海外研修アドバイザーの登録作業の実施  

大学院と海外の産業医学研究トランスレーショナル研究のための学生参加型研究パイプライン

構築のため、海外研修に必要な人材を研修アドバイザー（リサーチアドミニストレーター：RA 及び

サイエンスコーディネーター：SC）として登録する。併せて、研究アドバイザーを通じて受け入れ

研修先の調査を学生主導で進め、教育効果のある産業医学研修システムを立ち上げる学生参加型の

プロジェクトチームによる、海外での学生間交流の場を構築する。  
 (3)トランスレーショナル研究の為の学生参加型研究パイプライン構築の準備  

海外連携校との学生参加型研究パイプラインの構築に向けた教官の派遣等を行い、FD を兼ねて共

同研究プロジェクトの導入等について訪問調整等を実施する。  
 (4)国際感覚育成プログラム構築の準備  

国際遠隔講義の実施については、平成 20 年度に大学院独自でも開始したが、今年度も内容をさ

らに充実させ継続して実施する。また、英語集中講義についても継続して実施するだけでなく、更

なるスキルアップのため、医学英語検定受験の為の講義準備も進める。 
２．平成 22 年度（２年目）  
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 (1)海外研究アドバイザーの調査・登録作業の実施  

特に、海外連携校の優れた教官を選抜し、トランスレーショナル研究のボードメンバーとして登

録し、経歴などから必要に応じて教授として採用する。これにより共同研究システムの構築を進め

る。特に、前述の称号付与制度に基づき海外連携校教官の本学への招聘と受入れ等を積極的に進め

る。  
 (2)トランスレーショナル研究運用開始  

海外連携校と本学とのトランスレーショナル共同研究プロジェクトの推進を図るためには、連携

研究マッチングシステムを構築する。具体的には、学内教員の海外研修を積極的に進め産業医学と

の関連分野の情報を増やし、リサーチアドミニストレーターが研究情報を集約し、プレゼンテーシ

ョン可能な研究情報などを作成する。同時に、サイエンスコーディネーターが学生参加のもとで海

外連携校の教官、特にアドバイザリーボードに招聘した産業衛生教授の研究内容とマッチングして、

新しい産業医学研究テーマの提案等を行い、学生が参加しやすい研究パイプラインの構築を目指す。  
 (3)国際感覚育成プログラムの実施  

医学英語検定試験の受験を開始する。さらに、産業医学研修の実施を進める。 
３．平成 23 年度（３年目）  

 (1)大学院と海外産業医学研究のトランスレーショナル研究プログラムの実施  

連携研究マッチングシステムから２～３年の研究期間での共同研究パイプラインを構築し、学内

の研究助成システムを活用して効率的な教育研究体制を安定的持続可能なシステムとして成熟さ

せる。  
 (2)アドバイザー登録システムの継続  

平成 21 年度には調査・登録を継続し、蓄積したアドバイザー情報のデータベースを元に、研究

テーマに応じた連携研究マッチングシステムをさらに構築していく。将来、外国人アドバイザーか

らの直接指導も受けられる環境を持続可能な制度としてさらに整備を進める。  
 (3)国際感覚育成プログラム  

将来、産業医科大学で関心を持つテーマを柔軟に採用し、国際遠隔講義の大学院独自開催及び連

携校との間で単位の相互認定を目指す。大学院生に対しては、JICA での聴講主体の参加に留まらず、

大学院独自の国際遠隔講義では討議及び発表など主体的参加を促すことにより国際的コミュニケ

ーションを経験する場としても提供していく。海外での産業医学研修の参加については、報告会等

で将来の問題点などの提起を行い、成熟したシステムとして将来にわたって継続させる。 
 

Ⅳ．教育プログラムの実施結果 

１．教育プログラムの実施による大学院教育の改善・充実について 

 (1)教育プログラムの実施計画が着実に実施され、大学院教育の改善・充実に貢献したか 

 本学はこれまでも、昭和 63 年から産業医学分野におけるわが国唯一の WHO 指定協力機関として

活動してきた他、JICA 国際研修コース（昭和 61 年以来実施）や国際遠隔講座（平成 14 年以来実施）

を開催する等の継続的な取り組みに加え、「魅力ある大学院教育」イニシアティブ事業時に取り組

む等、本学大学院研究のグローバル化やグローバル対応人材の育成に積極に取り組んできた。しか

し、「Ⅰ．研究科・専攻の概要・目的」ででも述べた通り、近年の企業のグローバル活動化や、疾

病のボーダレス化の急速な進展にも関わらず、グローバルな視点からの勤労者健康確保と増進に資

する実践的解決策を探求する新世代の産業医学研究者を育成する教育プログラムには十分とは言

えなかった。本教育プログラムを構築・運用することで、国際産業医学研究者の継続的安定供給が

可能となった。 

  ①アドバイザリーボード制度 

アドバイザリーボード制度の創設・運用に向けて、平成 21 年度に欧米やアジア各国の大学に対し、

アドバイザリーボード制度運用のため、海外提携校はじめ、８ヶ国６大学、３研究所に対して、協
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定締結及び研究アドバイザー登録の依頼を行なった。現学長や本学大学院教授が、海外５ヶ国５大

学を訪問し、アドバイザリーボード制度の趣旨を説明して協力を求めた。その結果、アジア各国の

連携校（４ヶ国４大学）と「共同研究及び共同研究発表会」、「教員及び学生の交流」、「教材、学術

資料、研究資料の交換」等について教育・学術交流の促進を図るため、協定を締結するに至った（写

真１）（図３）。 

また同時に７ヶ国 10 名の海外研究者を研究アドバイザーとして登録することができた（図４）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 海外連携校と協定書          図３ 協定締結大学一覧 

 
図４ 国際産業医学研究者教育イノベーション事業研究アドバイザー 

 

一方、大学院と海外の産業医学研究トランスレーショナル研究のための学生参加型研究パイプラ

イン構築を目的とした海外研修を効果的に実施するリサーチアドミニストレーター２名、サイエン

スコーディネーター２名を本学教員の中から選出した。 
  ②トランスレーショナル研究 

  1)研究アドバイザーを含めた複数指導体制の実施 

協定締結及び研究アドバイザー登録が実施されたことで平成 22 年度より、リサーチアドミニス

トレーターによる研究アドバイザーの研究情報の収集、サイエンスコーディネーターによる研究ア

ドバイザーの研究内容とマッチングした新しい産業医学研究テーマの提案等を行い、研究パイプラ

インの運用を開始した。大学院生の在籍する講座においては、研究アドバイザーを含めた複数指導

体制の義務付けを実施した。 
  2)海外産業医学研修の実施（韓国） 
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 平成 22 年 12 月６日から 12 月 10 日まで研究アドバイーを通じた受け入れ研修先として、韓国の 
ソウル大学、OSHRI、韓国産業安全衛生公団（KOSHA）、 

インハ大学病院、インジェ大学ペク病院等を選定し、 
３名の大学院生を研修派遣した。訪問先においては、 
韓国における職業・環境衛生問題やサーベイランス 
システム、アスベスト研究所や産業衛生関連の研究 
室の見学、労働環境医学講座の受講等が実施された。 
それぞれ受け入れ研修先側からだけでなく、本学大 
学院生のプレゼンテーションも実施され、職業環境 
医学専門家より貴重な意見や博士研究や学力向上の 
ために重要なディスカッションの経験も得られた 
（写真２）。大学院生にとっては、質疑応答を含む   写真２ 海外産業医学研修（韓国）  
プレゼンテーション能力の向上、産業医学及び労働 
衛生の国際的問題に関する理解、研修経験を大学院生の進行中の博士研究への取り入れ、訪問先ス

タッフとの対人関係能力育成、異なった教育及び病院制度の経験等の様々な機会を得るものとなっ

た。海外研修を通じて、研究アドバイザーと学生との交流が図れたことで、学生参加型の研究パイ

プライン構築の環境整備としてのプロトタイプ的な取り組みとなり、平成 24 年博士課程を修了し

た本学大学院生のアスベスト取扱従事者の今後の健康問題をテーマとした国際共同研究は、平成 23

年６月 21 日付 NY タイムズ紙記事「Asia’s Heavy Use Of Asbestos Is Expected To Cause Rise in 

Deaths in Coming Decades」として、世界保健機関 WHO でも注目される結果につながった。 
  3)学生参加型の研究パイプライン構築における課題の発見 

平成 22 年度、韓国での海外産業医学研修を実施することで、研究アドバイザーの指導を受けた

学生参加型の研究パイプランが機能した事例を得たが、他の海外の研究アドバイザーと同様な研究

パイプラインの構築が浸透しにくかった。原因は３点あげられる。１点目は、リサーチアドミニス

トレーターやサイエンス コーディネータから研究アドバイザーの研究内容等の連携研究マッチン

グ情報の提供を受けても、大学院生は勿論、本学の指導教官まで含め、グローバルレベルで第一人

者の研究アドバイザーに対し、十分面識がない段階では意識的に距離感を持ってしまう傾向がある

こと。２点目は、研究アドバイザーとのつながりは本学の個々の教官との研究協力関係や信頼関係

がベースになっており、面識の薄い他の教官との関係づくりが難しく、大学院生の指導まで至りに

くいこと。３点目は、研究アドバイザーを含めた複数指導体制による大学院生指導を義務付けたも

のの、各科・各専攻の研究室に指導体制の運用を任せたこと。その結果、国際共同研究における成

果面で研究室間のバラツキが発生した。課題として、研究アドバイザーとの実質的な関係作りの機

会創出と、トランスレーショナル研究の進め方を研究室に指導・管理する仕組み作りの２点が判明

した。 
  4)国際シンポジウム開催と課題解決への着手 

 この課題解決に取り組もうとしている時期の平成 23 年３月 11 日、奇しくも日本は稀に見る大規

模な地震・津波とこれに引き続く原子力災害を経験する。原子力災害に対応する労働者の産業保健

は、その注目度の高さからもグローバルな課題としての対応や研究を進める必要があり、本学は率

先して、特に労働者の放射線被曝、メンタルヘルス、災害医療の３テーマに焦点を当て、これまで

蓄積されている知見に学びながら、今後の課題を整理し実務対応から教育研究基盤の構築を目指し

た国際シンポジウムの開催を決定した。平成 23 年 11 月８、９日、「原子力災害対応労働者の産業

保健」をテーマに焦点を当て、内外の研究者、実際に現場で対応した医師、WHO・ILO 等国際機関関

係者、８カ国約 40 名の専門家による幅広い講演・討論会・総合討議の中、開催された（図５）（写

真３、４）。 
 2011 産業医科大学国際シンポジウム宣言では、『原子力災害対応労働者の産業保健』におけるグ
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ローバルレベルの課題対応についての取りまとめを行ない、日本における産業医学・産業保健分野

のリーダーとしての役割を果たす機能を今後、整備していく機運が学内に一気に高まった。国際シ

ンポジウムで、研究アドバイザーを含む多くの専門家との間で形成された関係を活かすためにも、

課題であった学生参加型の研究パイプライン、連携研究マッチングシステムの円滑な運用を指導・

管理する学内の仕組み改編に向けた準備を進めることとなった。 

 
図５ 2011 UOEH 国際シンポジウムプログラム（日本語版） 

 
 
 
 
 
 
 
 
写真３ 国際シンポジウムメイン会場  写真４ 国際シンポジウムパネルディスカッション 

 

また、研究アドバイザーとの実質的な関係作りの機会創出として、国際シンポジウム前日にガイ

ダンスセミナーを実施し、大学院生 18 名の参加を得た。シンポジストでもある研究アドバイザー

４名と、本学の大学院生が小グループに分れ、放射線被曝、メンタルヘルス、災害医療の３テーマ

について国際シンポジウムで討論すべき論点をディスカッション形式で検討を行い、実際の国際シ

ンポジウムでは、選抜された大学院生が討論に加わった。研究アドバイザーが、ディスカッション

に入り、大学院生から提示された問題点、疑問点を取り上げ、真因追究のためのヒントやアドバイ

スを行なう等、直接的な指導が実現できた。いくつかの問題点・疑問点は実際、国際シンポジウム

で「大学院生からの質問」という形で取り上げられた。本学の大学院生が国際シンポジウムに自主

的・積極的に参加・貢献するとともに、その経験を今後の研究に活かせるよう、事前の情報提供と

ガイダンスを行なった。 
参加した大学院生のアンケートでは、３テーマに関しての学術情報・知識が深まったという感想
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だけでなく、世界の第一線で活躍する研究者の視点・見識の広さ・深さに感銘し、自身の研究活動

や姿勢を考え直すきっかけになった等の感想が多く寄せられた。また、ガイダンスセミナーと国際

シンポジウムは全て英語で行われたため、大学院生にとっては英語による国際コミュニケーション

の重要性が再認識された。本学大学院生だけでなく、研究アドバイザー４名の方々との間の距離感

が縮まり、国際シンポジウム後、すぐに研究アドバイザー在籍大学への海外産業医学研修も企画・

実施されるに至った。 
  5)産業医学海外研修の実施（台湾、シンガポール） 

国際シンポジウム開催後、平成 24 年２月 14 日から２月 16 日まで国立台湾大学医学院、３月４

日から３月６日まで国立シンガポール大学において実施され、本学大学院生から各々５名、４名の

研修派遣を行なった。研究アドバイザーである Yue-Leon Guo 教授（国立台湾大学）と David Koh

教授（国立シンガポール大学）のコーディネートのもと、両大学の教員からの講義及び大学院生と

のディスカッション等を行なった。国際的な視野に立った研究の在り方、国際的な連携・協力の重

要性、そのために必要なコミュニケーション能力の向上の必要性等、多くの事を実地に研修できた

有意義な機会となった。 
  6)国際ワークショップの実施 

 平成 22 年１月 21 日、International Workshop 2011 が大学院医学研究科主催で開催された。“細

胞におけるカルシウムダイナミクス”を全体のテーマとして、国内外から著名な研究者４名（国内

２名、国外２名）を招き、最先端の研究について講演を実施した。教員、大学院生を含め 60 名を

超える方々から、英語による質疑応答が活発に行なわれた。 
 (3)国際感覚育成プログラム 

 ①国際遠隔講義の実施 

平成 21 年度から平成 23 年度に渡って、JICA 国際研修コースとして行っている本学と台湾大学、

シンガポール大学及びソウル大学の４大学を結んだ国際リアルタイム遠隔講義を国際感覚育成プ

ログラムの１つとし大学院講義として開催した（写真５）。当初の開催目標としては年 10 回とし、

平成 21 年度：13 回、平成 22 年度：14 回（図６）、平成 23 年度：16 回といずれも目標を大きく上

回った。そのうち、JICA 国際研修コースとしての開催がいずれも 10 回であるため、本学主催によ

る講義が毎年、着実に増加した結果となった。理由としては、本教育プログラムで研究アドバイザ 

ーに就任して頂いた David Koh 教授（シ

ンガポール）、Leon Guo 教授（台湾）等の

方々に本学大学院生への指導として、従来

より積極的に講師を引き受けて頂きやす

くなった経緯がある。大学院生の参加もコ

ンスタントに 10 名以上の参加があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６ 平成 21 年度 国際遠隔講義カリキュラム      写真５  国際遠隔講義                          
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②医学英語教育 

医学英語教育としては、日本医学英語教育学会主催の日本医学英語検定試験に合格することを目

標にした教育プログラムを実施した。まず、FD として平成 22 年２月 24 日に、「医学英語教育のヒ

ント」をテーマとして大学院生の国際的なコミュニケーション能力向上を目指す大学院教員研修会

として実施した。教員及び大学院生等 106 名が参加した。 

平成 22 年１月 19 日、医学英語検定試験参考書を図書館の国試コーナーを 12 冊配架した。 

また、平成 21 年度及び 22 年度の受験においては受験料を負担する支援策を実施した。 

平成 24 年１月 20 日、「日本人のための医学英語論文の書き方」との演題で、日本外科雑誌編集

委員を務める Amanda Thompson 氏の特別講義を開催し、院生を含む 50 名以上の出席を得た。 

第３回日本医学英語検定試験(平成 22 年６月実施)を本学大学院生 10 名が受験し、３級に４名、

準３級に１名、４級に１名が合格した。翌年の第４回試験(平成 22 年６月実施)では４級に１名が

合格した。尚、いずれの実施年にはまだ２級以上の検定試験は実施されていない。 

 

２．教育プログラムの成果について 

 (1) 教育プログラムの実施により期待された成果が得られたか 

国際産業医学研究者育成プログラムの名称通り、 
最終的に目指すべき成果は、当プログラムの修了 
者が、国際産業医学研究者として社会に認知され、 
研究者として採用されることである。この目標を 
ゴールの目標（KGI）と捉えた。またこの目標を 

達成させるために必要な先行指標（KPI）として 
他に９項目取り上げた（図７）。これらを達成す 
ることで KGI である「研究者としての採用数」達 

成に近づくとの仮説を立て、個々の教育プログラ 

ムの目標管理に役立てた。ちなみに KGI と９つの     図７ 本教育プログラムの目標管理指標 

KPI は因果関係を想定した（図８）。   

 
             図８ 最終目標達成までの因果関係図 

 

成果指標の支援期間中の結果としては、平成 24 年４月の時点で、「研究者としての採用数」：87

名、「国際共同研究数」：11 件、「海外研修者数」：12 名、「協定締結校」：４校、「研究アドバイザー
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数」：10 名、「RA/SC 数」：各々２名、「外国人留学生数」：20 名、「外国人教員の採用数」：７名、「医

学英語検定合格者数」：７名、「国際遠隔講義数」：16 コマとなった。尚、最終目標の達成時期は「４

年後」すなわち「平成 25 年４月現在」に想定している。理由は現時点では本教育プログラムが全

て運用されてからまだ１年半しか経過しておらず、先行指標の一部しかまだ達成していないと予想

される点にある。 
そうした観点で結果を振り返ると、平成 24 年４月時点、先行指標で目標を達成したのは、トラ

ンスレーショナル研究における「国際共同研究数」及び「海外研修者数」、アドバイザリーボード

制度における「協定締結校」、「研究アドバイザー数」、国際感覚育成プログラム「RA/SC」、「国際遠

隔講義数」である。特に、今回、アドバイザリーボード制度での重要取組であった「協定締結」、「研

究アドバイザー」と「RA/SC」の目標達成が、トランスレーショナル研究の「海外研修者数」、「国

際共同研究数」の達成に大きく貢献したと考えられる。特に大学院生の「国際共同研究数」は３年

前に比較して約４倍増となり、国際産業医学研究者としての試金石に相当する管理指標であること

から、トランスレーショナル研究が本格的に運用された来年（４年後）には大きな伸びが期待され

る。他に「学会発表数：288 件、論文発表数：129 件も前年比増加となり、大学院生の国際共同研

究面での力は着実にアップと推察される。 

最終目標である「研究者としての採用数」は３年前に比べて７名の増加となった。来年（４年後）

の目標 160 名到達にはまだ開きがある。本学に課せられている産業医養成という使命に加え、昨今

の社会経済環境下での研究者（職）の採用には不透明感があり指標管理の難しさがあるが、まずは

トランスレーショナル研究の運用の成熟度を向上させ、本教育プログラムを機能させ、国際産業医

学研究者としての成果指標「国際共同研究数」の達成に注力することが重要と捉えている。 

一方、先行指標で目標が未達成だったのは、アドバイザリーボード制度における「外国人教員の

採用数」、国際感覚育成プログラムの「医学英語検定合格者数」であった。ただ、「外国人教員の採

用数」や「外国人留学生数」については、本教育プログラムの支援には関係なく、本学の予算上の

制約が大きく影響する管理指標であるため、今後のトランスレーショナル研究の成果への制約要因

にならない程度に予算の確保を含めて取り組んでいく。「医学英語検討合格者数」には、平成 22 年

度以降、受験者が大きく減少し、未達成の大きな原因となった。 

いずれにせよ、来年（４年後）、本教育プログラムが本格的に機能して初めて結果が出る年度と

なるので、支援期間終了後も引き続き課題に取り組んでいく。 

 

３．今後の教育プログラムの改善・充実のための方策と具体的な計画 

 (1)実施状況・成果を踏まえた今後の課題が把握され、改善・充実のための方策や支援期間終了後の

具体的な計画が示されているか 

  ①国際交流センターの設置 

 平成 24 年４月２日に国際活動の中核組織として設置され、センター長は本教育プログラムの取

組実施担当者であった教授が就任した。本教育プログラムの取組みで生じた今後の課題への取組み

の継承も行なっていく。2011 UOEH 国際シンポジウムの開催を契機に活発となった研究アドバイザ

ーをはじめとした国内外の専門家との人的交流を日常的に支援・管理していく。その結果、トラン

スレーショナル研究運用の大きな阻害要因となった研究アドバイザーとの関係の薄さや外国人の

情報入手や不安感の克服が可能となり、研究室における外国人教官を含んだ複数指導体制の運用も

円滑に実施されることが期待される。 

また、当センターが中心となることで、研究室各々で実施していた国際的な活動状況の認識ギャ

ップを埋め、国際共同研究、海外派遣面での相乗効果を図ることを目指す。各研究室におけるトラ

ンスレーショナル研究における学生参加型の研究パイプライン構築、連携研究マッチングシステム

の円滑な運用に必要な情報提供・情報交換の「場」としての機能を果たしていく。 
 さらに、JICA の集団研修コースや国際遠隔講義も当センターにて企画・運営することで学内の関
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連活動との調整が図られ、国際産業医学研究者として取り組むべき課題や研究テーマ、トピックス、

学術情報、知識、技術・スキル等を考える中枢としても機能していく。 
  ②マウント・サイナイ大学との国際共同研究 

 平成 24 年４月、2001 年９月 11 日の NY の世界貿易センタービルを襲った国際テロ発生での災害

医療のあり方、被害者となった労働者の長期に渡るメンタルヘルス面のフォローに取り組んでいる

マウント・サイナイ大学と産業医科大学の間で若手研究者の育成プログラムを構築する方向で合意

した。近く具体的な人的交流を図るための MoU（協定）を締結できる見通しがある。具体的には、

マウント・サイナイ大学と産業医科大学の研究実績、臨床活動実績を活かし、2011 年３月 11 日に

発生した東日本大震災による大地震・津波とこれに引き続いて発生した原子力災害に直面、対応し

ている労働者の健康を今後長期に渡って守るために、予防医学と臨床医学の横断的理解に立ち、放

射線被ばく、メンタルヘルス、災害医療面での国際共同研究を行なおうとするものである。 

 現在、世界的に注目されている研究テーマを柱に据え、本学との連携に熱心なマウント・サイナ

イ大学との国際共同研究を実施することで、３年間取り組んだトランスレーショナル研究の仕組み

の成熟度を向上させる。その結果、国際産業医学研究者の育成も期待できる。 

  ③国際感覚育成プログラムの継続・発展 

JICA 国際研修コース、国際遠隔講座は各々昭和 61 年、平成 14 年から継続してきた。今後も産業

医学上の国際的な課題、研究動向の理解だけでなく、産業医科大学で関心を持つテーマを柔軟に採

用した国際遠隔講義の大学院独自開催をさらに進める。特に、大学院生の参加による質疑応答、プ

レゼンテーション、ディベート等、英語でのコミュニケーションの実践の場としての役割を鮮明化

するため、制度・運用面の改善を図っていく。具体的には、海外提携大学との単位の相互認定範囲

の拡充、学内の外国人留学生と日本人大学院生を交えたチームによる講義課題への取組・発表等で

ある。また、国際遠隔講義に限らず、英語による講義割合を更に高め、医学英語力や英語コミュニ

ケーション能力はあって当たり前の教育体系にシフトさせ、大学院生が医学英語検定試験等を通じ

た日常の医学英語習得や英語によるコミュニケーション能力向上に取り組まざるを得ない重要性

を認識し、強い学習行動が維持・継続できる環境整備を進めていく。 
 

４．社会への情報提供 

 (1)教育プログラムの内容、経過、成果等が大学のホームページ・刊行物・ 

カンファレンスなどを通じて多様な方法により積極的に公表されたか 

①平成 21 年 10 月１日にアサヒコム（朝日新聞社運営）のホームペー 

ジに、平成 21 年度組織的な大学院教育改革推進プログラム採択プログラ 

ムとしてコンテンツを提供し、掲載された。 

②平成 21 年度「大学教育改革プログラム合同フォーラム」に参加し、 

パンフレット（図９）を作成し、本学の「国際産業医学研究者育成教育 

イノベーション」プログラムの概要に関する説明を行なった。尚、パン 

フレットは毎年実績を反映して日本語版、英語版とも作成し、印刷物だ   図９ パンフレット(英語版) 

けでなく、ホームページ上で PDF ファイルとしても公開している。                                             

 ③平成 22 年１月 20 日に本学ホームページに【国際産業医学研究者育成教育イノベーション】の

サイトを設けた。以後、本教育プログラムの内容、セミナー、シンポジウム、ワークショップ等の

開催情報などを掲載し広く情報提供を行なった。今後も引き続き、これまでのプログラムの実施結

果や各種イベントの案内等を、ホームページその他の印刷媒体を通して広く社会に公表していく。 

 ④毎年実施されている JICA 国際研修コースや平成 22 年度に開催した国際ワークショップ、これ

までに開催してきた大学院シンポジウム等の機会を利用して、本教育プログラムの広報に努めてき

た。特に、JICA 国際研修コースや国際学会での英語のパンフレットによる広報活動等があげられる。 

 ⑤国際シンポジウムの開催にあたっては、専用ホームページ（図１０）、ポスター、プログラム
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を作成し、学内のみならず、WHO、ILO 等の国際機関、医療・理工農系の大学、国内外の大学院や研

究機関等に送付するとともに、大学ホームページにおいても開催通知を掲載した。他に広く広報活

動を行なった。特に、福岡市・北九州市政記者クラブ等への投げ込み投稿や NHK 等のメディア機関

への働きかけの結果、平成 23 年 10 月 13 日、福岡市役所にて産業医 

科大学国際シンポジウム開催に関する記者会見を実施し、放送局３社、 

新聞社６社の参加があった。この席で市民参加の可能性についての質 

問に対応し、シンポジウム初日、福岡市民のオープン参加を実施する 

こととなった。当日も多くの報道・メディア機関の取材を受けること 

となった。    

 ⑥マウントサイナイ医科大学との研究交流等、今後、本テーマでの 

活動を継続発展させる計画に鑑み、ホームページは現在も維持・更新 

している。http://envepi.med.uoeh-u.ac.jp/acoh/2011symposium.html 図１０ 国際シンポジウムＨＰ 

 

５．大学院教育へ果たした役割及び波及効果と大学による自主的・恒常的な展開 

 (1)当該大学や今後の我が国の大学院教育へ果たした役割及び期待された波及効果が得られたか 

 本学は産業医の養成と産業医学研究を目的に設立された世界でも稀有な大学として、近年の急速

な企業のグローバル活動化や、疾病のボーダレス化の急速な進展に伴って発生しているグローバル

な視点での労働者の健康確保と増進に関する実践的解決策を探求できる国際産業医学研究者の育

成・供給の必要性を訴え、我が国としてそうした人材が不足している現状改善に強い意欲を持って

取り組んできた。本教育プログラムを構築し、運用することで、国際産業医学研究者の継続的でか

つ安定的な供給へ向けてのスタートができたと判断している。今後ますます需要が高まる質の高い

国際産業医学研究者の育成・供給にあたっては、日本国内はもちろん海外の大学院、研究機関との

人的交流、国際共同研究、海外研修派遣等を活発化することが必要となってきている。今回、我が

国は奇しくも東日本大震災とそれに伴って発生した福島原子力災害という想定外の重大危機が発

生した。これら重大危機に直面し、対応する労働者の健康上の課題は救急・災害医療のあり方から、

放射線被曝、メンタルヘルス等に及び、産業医学や産業保健分野の横断的理解に立った実践的解決

策の探求やグローバル規模での専門家の連携が今後一層必要となってきている。2011 産業医科大学

国際シンポジウム宣言で『原子力災害対応労働者の産業保健』に盛り込まれた今後の課題対応につ

いては、世界保健機関 WHO や国際労働機関 ILO をはじめとする国際機関、さらに国内外の大学院・

研究機関が大いに注目しており、それらの課題への取組みを率先して実践していく国際産業医学研

究者の育成、国際共同研究の必要性は大きなインパクトを持って国内外に波及したと確信している。 
 (2)当該教育プログラムの支援期間終了後の、大学による自主的・恒常的な展開のための措置が示さ

れているか 

国際交流センターを開設し、支援期間内で判明した課題解決策や本教育プログラムの成熟度を高

める施策を今後も継続して講じていく。国際交流センターはアドバイザリーボード制度の構築や国

際シンポジウムで得られた国内外の多くのパイプを本学の国際共同研究活動に活かすことを重要

な役割の１つとしており、本プログラムの円滑な運用は欠かせない前提条件となる。国際シンポジ

ウム開催をきっかけに、我が国における産業医学、産業保健分野のリーダーとしてグローバル社会

へ貢献していく本学の新たな使命を強く認識した。国際交流センターだけなく、既に平成 25 年及

び平成 26 年の大学院改組に向けて、産業医学、産業保健分野に特化し、グローバル化に対応でき

る大学院改革をスタートさせている。今後、大学院だけでなく、学部、大学病院との連携を強化し、

グローバル規模で活動する勤労者の健康確保を目的とした産業医学と産業保健分野横断型の共同

研究の推進や優秀な研究者育成が図れる体制実現を目指す。こうした大学院改革の方向性からも本

教育プログラムの必要性はますます高まっている。今後、本教育プログラムの運用で表出する課題

は、本学の重要課題として適宜措置を講じていく考えである。 
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組織的な大学院教育改革推進プログラム委員会における評価 

【総合評価】 

□  目的は十分に達成された 

■  目的はほぼ達成された 

□  目的はある程度達成された 

□  目的はあまり達成されていない 

〔実施（達成）状況に関するコメント〕 

グローバル化し、かつ、多様になっている産業関連の保健医療に貢献する人材、その分野の

研究に貢献する人材育成に取り組んだ特徴あるプログラムであり、国際化を意識した実践的な

プログラムになっている。海外のアドバイザーとの連携もとれており、また、海外学会での発

表や英語の論文数も増加しており、概ね目的は達成されたといえる。支援期間終了後の継続性

についても国際交流センターの設置など取組が示されているが、定員充足率が低いことが懸念

されることから、一層の検討が望まれる。 

 

（優れた点） 

育成する人材像が明確であり、また継続的な教育体制・研究体制の構築を目的としたプログ

ラムであったが、その目的を十分に達し、今後の発展が見込まれるものである。また、数値に

よる評価の具体的目標を設定したことはわかりやすい。 

 

（改善を要する点） 

定員充足率の改善が必要である。また、学位授与の要件や審査を明確にすることが求められ

る。海外を経験させることは良いことであるが、それにより、学生がどのような資質を獲得し

たかを評価する体制の明確化が必要である。また、指導教員、アドバイザリー制度による指導

と同時に、可及的に大学院生が自立して研究テーマを計画し、研究を遂行できるようにするた

めの工夫が必要である。 
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